
入念な健康調査で次々に健康上の問題が確認さ

れた。（撮影／／杉山正隆）

福島第一原発事故と渓流釣り、愛好者がシンポ

町長選にまで至った経過などを伝えた上

で「自分たちの町は自分たちで守るしか

ない」として、参加者の拍手を浴びた。

福島県川内村周辺の渓流魚への放射性

セシウムの蓄積を調査している京都大学

の岡田直紀准教授は、東京電力福島第一

原発事故から6年日にあたる2016年の木

戸川、滑津川のイワナ、ヤマメ（5月21、

22日採取）に含まれるセシウム137濃度

について報告。過去4年間の測定結果で

は、「物理学的な半減期を上回る早さ（生

態学的半減期は10年、4．6年）で濃度が

低下している。餌となる陸生・水生昆虫

や植物の中の濃度が減少しているためと

考えられる」と推察した。

5回目の川内村放射性物質測定釣行は5

月27、28日に行なわれる。測定釣行（川

内村、木戸川漁協の主催）問い合わせ・

参加申し込みは塾080－3384－8801（渡辺）

へ○

文・写真／小宮純一・ジャーナリスト

渓流釣り愛好者らでつくる「福島県で

釣りを楽しむ会」、「渓流9条の会」などは

3月20日午後、東京・練馬区で4回目とな

る「3・llから考える釣りと環境シンポ

ジウム」を開き、48人が参加した。

環境省から放射性廃棄物を含む指定廃

棄物の最終処分場の建設候補地に選定さ

れた栃木県塩谷町は、出席予定だった町

長が公務で欠席となり、同町総務課処分

場対策班が文書で報告。町ぐるみで結成

された「処分場反対同盟会」の分裂、白

紙撤回を公約に掲げる候補者同士による

「 �盛嬢 �饗鱗難題甑緑 　薫 � 
惑 

／毅斜雑SSSS犀 馨約線鱗 ��“一°“‾∴十　∴言∴∴∴： 縫敬鳴子完＼主／／入、、懸垂霊薬／／； 

鳴酵鶉 ��攫攫塑爆薬 �攣翠＼〉〉〈 二議題籍顕 
シンポジウム終了後、参加者全員で撮影。東

京・練馬区の石神井公園区民交流センターで。
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お
や
し
ら
ず

陽
病
院
の
藤
野
礼
医
師
は
「
『
親
不
知
』

や
側
切
歯
な
ど
以
外
で
生
ま
れ
つ
き
歯

が
欠
如
し
て
い
る
事
例
が
今
回
出
て
い

る
が
医
学
的
に
は
ご
く
ま
れ
。
次
世
代

へ
の
影
響
が
今
ま
で
過
小
評
価
さ
れ
て

き
た
の
は
問
題
だ
。
継
続
し
て
健
康
調

査
し
悪
影
響
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め

の
診
察
や
治
療
が
重
要
」
と
話
す
。

カ
ネ
ミ
油
症
は
、
北
九
州
市
の
カ
ネ

ミ
倉
庫
が
製
造
・
販
売
し
た
米
ぬ
か
油

に
製
造
過
程
で
混
入
し
た
P
C
B
（
ポ

リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ー
ル
）
が
変
化
し
猛

毒
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
に
よ
り
発
生
し
た

人
類
史
上
最
大
の
食
品
中
毒
被
害
。
「
黒

い
赤
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
胎
児
性
油

症
が
注
目
を
集
め
「
病
気
の
デ
パ
ー
ト
」

と
称
さ
れ
る
ほ
ど
多
種
多
様
な
健
康
被

害
が
出
た
の
に
当
初
か
ら
被
害
は
過
小

評
価
さ
れ
、
医
学
的
に
も
誤
っ
た
診
断

基
準
で
患
者
認
定
が
な
さ
れ
た
と
の
指

摘
が
根
強
い
。
2
0
1
2
年
に
よ
う
や

く
成
立
し
た
カ
ネ
ミ
油
症
救
済
法
は
、

家
族
に
認
定
者
の
い
な
い
未
認
定
患
者

や
次
世
代
被
害
者
等
へ
の
門
戸
を
閉
ざ

す
も
の
だ
っ
た
。
今
も
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

中
毒
に
よ
る
症
状
に
苦
し
む
人
が
多

く
、
差
別
や
偏
見
を
恐
れ
て
油
症
検
診

す
ら
受
け
な
い
人
が
少
な
く
な
い
。

杉
山
正
隆
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

現
職
自
衛
官
の
「
違
憲
」
訴
え
却
下

珍
談
手
法
◆
訴
訟
を
門
前
払
い

東
京
地
裁
（
吉
田
徹
裁
判
長
）
は
3

月
2
3
日
、
現
職
の
陸
上
自
衛
隊
貝
が
〝
戦

争
法
〝
（
安
全
保
障
関
連
法
）
に
よ
る
集

団
的
自
衛
権
の
行
使
は
憲
法
違
反
だ
と

し
て
、
自
衛
隊
法
7
6
条
に
よ
る
防
衛
出

動
命
令
に
服
従
す
る
義
務
が
な
い
こ
と

の
確
認
を
求
め
た
本
人
訴
訟
で
、
訴
え

を
却
下
す
る
判
決
を
下
し
た
。
な
お
こ

の
日
の
法
廷
に
は
、
原
告
も
被
告
の
国

側
も
不
在
だ
っ
た
。

全
国
で
ヶ
戦
争
法
〟
の
違
憲
訴
訟
が

起
こ
さ
れ
て
い
る
が
、
現
職
自
衛
官
が

原
告
と
な
っ
た
初
め
て
の
ケ
ー
ス
と
し

て
注
目
さ
れ
て
い
た
。
現
在
、
ほ
と
ん

ど
の
自
衛
官
は
「
服
務
の
宣
誓
」
を
し

た
際
、
任
務
が
国
土
内
に
限
定
し
た
「
専

守
防
衛
」
を
前
提
に
し
て
お
り
、
集
団

的
自
衛
権
行
使
の
よ
う
に
海
外
で
の
武

力
行
使
は
想
定
外
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
た
め
今
回
の
訴
訟
は
、
ケ
戦
争
法
〟
の

実
際
の
運
営
に
関
わ
る
根
本
問
題
を
提

起
し
て
い
た
。

判
決
で
吉
田
裁
判
長
は
、
国
の
主
張

を
そ
の
ま
ま
繰
り
返
し
、
原
告
が
事
務

職
で
あ
る
と
し
て
、
「
現
時
点
で
原
告
に

出
動
命
令
が
出
る
具
体
的
可
能
性
は
な

く
、
原
告
の
権
利
や
地
位
に
危
険
や
不

安
が
存
在
す
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」

と
認
定
。
訴
え
は
不
適
切
と
し
た
。
事

実
上
の
門
前
払
い
で
、
ケ
戦
争
法
〟
　
の
内

容
や
「
服
務
の
宣
誓
」
　
に
つ
い
て
は
、

一
切
触
れ
て
い
な
い
。

だ
が
、
〟
戦
争
法
〟
に
規
定
さ
れ
た
「
駆

け
付
け
警
護
」
や
「
宿
営
地
の
共
同
防

衛
」
と
い
っ
た
新
任
務
が
付
与
さ
れ
た

南
ス
ー
ダ
ン
の
国
連
平
和
維
持
活
動
（
P

K
O
）
に
加
わ
っ
た
自
衛
隊
員
に
つ
い

て
は
、
撤
退
が
決
ま
っ
た
と
は
い
え
、

「
服
務
の
宣
誓
」
と
の
関
係
や
命
令
服

従
の
是
非
に
つ
い
て
依
然
問
題
が
残
さ

れ
て
い
る
は
ず
だ
。

こ
の
た
め
、
東
京
の
練
馬
駐
屯
地
で

自
衛
官
に
〝
戦
争
法
〟
　
へ
の
不
服
従
を

訴
え
て
い
る
「
練
馬
平
和
委
員
会
」
の

坂
本
茂
さ
ん
は
、
「
結
局
門
前
払
い
に
さ

れ
た
形
だ
が
、
原
告
が
不
当
だ
と
し
て

訴
え
た
こ
と
自
体
は
大
き
な
意
義
が
あ

り
、
そ
の
勇
気
を
讃
え
た
い
。
声
は
出

せ
な
い
が
、
原
告
と
同
じ
よ
う
な
気
持

ち
を
抱
い
て
い
る
隊
員
は
少
な
く
な
い

は
ず
だ
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

成
澤
宗
男
・
編
集
部


